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１．第１期⽂化施設部会
博物館WG（第２回）での
御指摘事項について
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１．ご指摘を踏まえた改正案 〜趣旨〜
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第⼀条（趣旨）

現⾏（第⼀条第１項、第２項）
第⼀条 この基準は、博物館法（昭和⼆⼗六年法律第⼆百⼋⼗五号）第⼋条の規定に
基づく博物館の設置及び運営上の望ましい基準であり、博物館の健全な発達を図ることを
⽬的とする。

２ 博物館は、この基準に基づき、博物館の⽔準の維持及び向上を図り、もって教育、学術
及び⽂化の発展並びに地域の活性化に貢献するよう努めるものとする。

改正案（第⼀条第１項、第２項）
第⼀条 この基準は、博物館法（昭和⼆⼗六年法律第⼆百⼋⼗五号。以下「法」という

。）第⼋条の規定に基づく博物館の設置及び運営上の望ましい基準であり、博物館の
健全な発達を図ることを⽬的とする。

２ 博物館は、この基準に基づき、その設置の⽬的や当該博物館の使命を達成するため、
博物館の事業の⽔準の維持及び向上並びに活動の充実及び発展を図り、もって教育、
学術及び⽂化の発展並びに地域の活性化に貢献するよう努めるものとする。



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜博物館の設置等〜
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現⾏（第⼆条第１項、第２項）
第⼆条 都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、⺠俗、産業、⾃然科学等多様な分

野にわたる資料（電磁的記録を含む。以下同じ。）を扱うよう努めるものとする。
２ 市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、その規模及び能⼒に応じて、単独で⼜は他

の市町村と共同して、博物館を設置するよう努めるものとする。

改正案（第⼆条第１項、第２項、第３項）
第⼆条 博物館の設置者は、その設置する博物館がの持続的で健全な運営が可能となる

よう、この基準に基づき事業の⽔準の維持 及び向上並びに活動の充実及び発展を図る
ことができるよう、当該博物館の事業の実施、職員の確保及び処遇の向上、施設及び設
備等の維持、充実及び活⽤等に必要な資⾦等の確保、条例や定款その他の規程の⾒
直し、その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２ 都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、⺠俗、産業、⾃然科学等多様な分野に
わたる資料（電磁的記録を含む。以下同じ。）を扱うよう努めるものとする。

３ 市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、その規模及び能⼒に応じて、単独で⼜は他
の地⽅公共団体等と共同して、博物館を設置するよう努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第⼆条（博物館の設置等）



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜博物館の設置等〜
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現⾏（第⼆条第３項）
３ 博物館の設置者が、地⽅⾃治法（昭和⼆⼗⼆年法律第六⼗七号）第⼆百四⼗四

条の⼆第三項の規定により同項に規定する指定管理者に当該博物館の管理を⾏わせ
る場合その他当該博物館の管理を他の者に⾏わせる場合には、これらの設置者及び管
理者は相互の緊密な連携の下に、当該博物館の事業の継続的かつ安定的な実施の確
保、事業の⽔準の維持及び向上を図りながら、この基準に定められた事項の実施に努め
るものとする。

改正案（第⼆条第４項）
４ 博物館を設置する地⽅公共団体が、地⽅⾃治法（昭和⼆⼗⼆年法律第六⼗七号

）第⼆百四⼗四条の⼆第三項に規定する指定管理者の選定や、⺠間資⾦等の活⽤に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成⼗⼀年法律第百⼗七号）第⼗
六条の規定による公共施設等運営権の設定など、官⺠連携による施設の運営管理を⾏
う場合には、当該博物館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の⽔準の維持
及び向上を図ることができるよう、運営期間や実施体制、事業者の⾃主性と創意⼯夫に
基づく⾃主的な運営改善の取組を推進するための諸条件等について⼗分な検討を⾏い、
事業者との設置者及び管理運営者の相互の緊密な連携の下に、この基準に定められた
事項の実施に努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第⼆条（博物館の設置等）



２．ご指摘を踏まえた改正案 〜基本的運営⽅針及び計画〜
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現⾏（第三条第１項）
第三条 博物館は、その設置の⽬的を踏まえ、資料の収集・保管・展⽰、調査研究、教

育普及活動等の実施に関する基本的な運営の⽅針（以下「基本的運営⽅針」という。
）を策定し、公表するよう努めるものとする。

改正案（第四条第１項及び第２項）
第四条 博物館は、当該博物館における博物館資料の収集、保管及び展⽰並びに博物館

資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営⽅針（以下単に「基本的運営⽅針」
という。）の策定及び公表に当たっては、その設置の⽬的や当該博物館の使命を明確に⽰
すとともに、当該基本的運営⽅針に基づき当該博物館の活動の充実及び発展が図られ、
利⽤者及び地域住⺠並びに社会の要請に⼗分応えるものとなるよう留意するものとする。

２ 前項の基本的運営⽅針の策定に当たっては、法第三条に掲げる事業の推進が図られる
よう留意するものとする。（新設）

３ 博物館は、地域や社会の状況の変化に対応し、必要に応じて基本的運営⽅針の⾒直し
を⾏うよう努めるものとする。（新設）

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第四条（基本的運営⽅針及び計画）



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜基本的運営⽅針及び事業計画〜
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現⾏（第三条第２項及び第３項）
２ 博物館は、基本的運営⽅針を踏まえ、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画を

策定し、公表するよう努めるものとする。
３ 博物館は、基本的運営⽅針及び前項の事業計画の策定に当たっては、利⽤者及び

地域住⺠の要望並びに社会の要請に⼗分留意するものとする。

改正案（第四条第３項及び第４項）
３ 博物館は、基本的運営⽅針を踏まえ、複数事業年度にわたる中期計画及び事業年

度ごとの事業計画を策定し、公表するとともに、その運営状況の評価に係る適切な指標
を設定するよう努めるものとする。

４ 博物館は、前項の中期計画及び事業計画の策定に当たっては、その設置の⽬的や当
該博物館の使命並びに地域において定める教育の振興及び⽂化芸術の推進に関する
計画等を踏まえるよう努めるものとする。、利⽤者及び地域住⺠並びに社会の要請に⼗
分留意するものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第四条（基本的運営⽅針及び計画）



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜運営の状況に関する点検及び評価等〜
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現⾏（第四条第１項及び第２項）
第四条 博物館は、基本的運営⽅針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の

⽔準の向上を図るため、各年度の事業計画の達成状況その他の運営の状況について、
⾃ら点検及び評価を⾏うよう努めるものとする。

２ 博物館は、前項の点検及び評価のほか、当該博物館の運営体制の整備の状況に応
じ、博物館協議会の活⽤その他の⽅法により、学校教育⼜は社会教育の関係者、家
庭教育の向上に資する活動を⾏う者、当該博物館の事業に関して学識経験のある者
、当該博物館の利⽤者、地域住⺠その他の者による評価を⾏うよう努めるものとする。

改正案（第五条第１項及び第２項）
第五条 博物館は、基本的運営⽅針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の⽔準

の向上を図るため、前条第三項の中期計画及び事業計画の達成状況、当該博物館の活
動の成果その他の運営の状況について、⾃ら点検及び評価を⾏うよう努めるものとする。

２ 博物館は、前項の点検及び評価のほか、当該博物館の運営体制の整備の状況に応じ、
博物館協議会の活⽤その他の⽅法により、当該博物館の利⽤者及び活動の⽀援者、地
域住⺠、当該博物館の事業に関して学識経験のある者その他の多様な関係者による評価
を⾏うよう努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第五条（運営の状況に関する点検及び評価等）



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜運営の状況に関する点検及び評価等〜
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現⾏（第四条第３項及び第４項）
３ 博物館は、前⼆項の点検及び評価の結果に基づき、当該博物館の運営の改善を図

るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
４ 博物館は、第⼀項及び第⼆項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容につ

いて、インターネットその他の⾼度情報通信ネットワーク（以下「インターネット等」という。
）を活⽤すること等により、積極的に公表するよう努めるものとする。

改正案（第五条第３項及び第４項）
３ 博物館は、前⼆項の点検及び評価の結果に基づき、当該博物館の運営の改善を図るた

め必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
４ 博物館は、第⼀項及び第⼆項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容につい

て、インターネットを活⽤すること等により、積極的に公表するよう努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第五条（運営の状況に関する点検及び評価等）



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜経営〜
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第三条（新設（案））
（博物館の経営）
第三条 博物館は、その設置の⽬的や当該博物館の使命を達成するため、基本的運営⽅針を
踏まえ、適切に資源を配分するとともに、当該博物館の活動の充実及び発展に向けた新たな⽀
援や資⾦等の確保に努めるものとする。

２ 博物館は、基礎的な運営費を確保するのみならず、⼊館料の徴収、寄附の受⼊れ、会員制
度による会費、施設利⽤料、効果的な収益事業の推進等により、当該博物館の収⼊の多⾓
化とその拡⼤を図り、将来にわたって⽂化拠点としての当該博物館の活動が充実、発展し、持
続的で健全な運営が可能となるよう努めるものとする。

３ 公⽴博物館（法第⼆条第⼆項に規定する公⽴博物館をいう。）が、法第⼆⼗六条ただし
書の規定に基づきその維持運営に必要な⼊館料その他博物館資料（法第⼆条第四項に規
定する博物館資料をいう。以下同じ。）の利⽤に対する対価を徴収する場合には、博物館の健
全な発達を図り、もって国⺠の教育、学術及び⽂化の発展に寄与するとの法の⽬的も踏まえ、
⼀般公衆が利⽤しやすいように配慮するとともに、博物館資料の展⽰（インターネットの利⽤その
他の⽅法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。以下同じ。）や説明等の
⼯夫や様態に応じて対価を柔軟かつ効果的に設定するものとする。

４ 博物館は、外部の専⾨性を有する者の知⾒も活⽤しつつ、当該博物館の利⽤者の拡⼤とそ
の満⾜度の向上に努めるとともに、多様な⽀援者や協⼒者の拡⼤に努めるものとする。

５ 博物館は、その経営に当たり、国際的な状況や海外博物館の動向を踏まえ、必要に応じて
海外を含めた他館との連携、調査研究や展⽰での国際連携、その他国際的な視野に⽴った経
営の改善に向けた⼯夫に努めるものとする。



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜資料の収集、保管等〜
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第六条（資料の収集、保管）

改正案（第六条第１項、第２項）
（資料の収集、保管等）
第六条 博物館は、当該博物館における博物館資料の収集及び管理の⽅針の策定に当

たっては、基本的運営⽅針を踏まえ、博物館資料に係る電磁的記録の活⽤の⽅法につ
いて留意するとともに、その所蔵する博物館資料の将来的な充実及び発展的な活⽤に
向け、収集する資料の範囲や、資料の再評価や処分等を含めた資料管理の在り⽅につ
いて検討するものとする。（新設）

２ 博物館は、資料の収集及び保管に当たっては、当該資料に係る学術研究の状況、当
該資料の重要性及び展⽰上の効果等を考慮して、必要な数を体系的に収集し、保管
（育成及び現地保存を含む。以下同じ。）するものとする。

現⾏（第五条第１項）
（資料の収集、保管、展⽰等）
第五条 博物館は、実物、標本、⽂献、図表、フィルム、レコード等の資料（以下「実物

等資料」という。）について、その所在等の調査研究を⾏い、当該実物等資料に係る学
術研究の状況、地域における当該実物等資料の所在状況及び当該実物等資料の展
⽰上の効果等を考慮して、基本的運営⽅針に基づき、必要な数を体系的に収集し、保
管（育成及び現地保存を含む。以下同じ。）し、及び展⽰するものとする。



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜資料の収集、保管等〜

12

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第六条（資料の収集、保管等）
現⾏（第五条第２項）
２ 博物館は、実物等資料について、その収集若しくは保管が困難な場合、その展⽰のため

に教育的配慮が必要な場合⼜はその館外への貸出し若しくは持出しが困難な場合には、
必要に応じて、実物等資料を複製、模造若しくは模写した資料⼜は実物等資料に係る模
型（以下「複製等資料」という。）を収集し、⼜は製作し、当該博物館の内外で活⽤する
ものとする。その際、著作権法（昭和四⼗五年法律第四⼗⼋号）その他の法令に規定
する権利を侵害することのないよう留意するものとする。

改正案（第六条第３項〜第５項）
３ 博物館は、資料の収集若しくは保管が困難な場合、展⽰のために教育的配慮が必要な

場合⼜は館外への貸出し若しくは持出しが困難な場合には、必要に応じて当該資料を複
製、模造若しくは模写した資料を収集し、⼜は製作し、当該博物館の内外で活⽤するもの
とする。

４ 博物館は、博物館資料に係るデジタルアーカイブを作成することで、その所蔵する博物館
資料の安定的な保存、効率的な管理、積極的な活⽤の促進に努めるものとする。その際、
博物館資料の利⽤の拡⼤のため、外部データベース等との連携に努めるものとする。（新
設）

５ 博物館は、前⼆項の実施に当たって、著作権法（昭和四⼗五年法律第四⼗⼋号）そ
の他の法令に規定する権利を侵害することのないよう留意するものとする。（新設）



１．ご指摘を踏まえた改正案 〜資料の収集、保管等〜
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第六条（資料の収集、保管等）
現⾏（第五条第３項〜第６項）
３ 博物館は、実物等資料及び複製等資料（以下「博物館資料」という。）に関する図書、⽂

献、調査資料その他必要な資料（以下「図書等」という。）の収集、保管及び活⽤に努めるも
のとする。

４ 博物館は、その所蔵する博物館資料の補修及び更新等に努めるものとする。
５ 博物館は、当該博物館の適切な管理及び運営のため、その所蔵する博物館資料及び図書

等に関する情報の体系的な整理に努めるものとする。
６ 博物館は、当該博物館が休⽌⼜は廃⽌となる場合には、その所蔵する博物館資料及び図

書等を他の博物館に譲渡すること等により、当該博物館資料及び図書等が適切に保管、活⽤
されるよう努めるものとする。

改正案（第六条第６項〜第８項）
６ 博物館は、博物館資料に関する図書、⽂献、調査資料その他必要な情報（以下「図書等」

という。）の収集、保管及び活⽤に努めるものとする。
７ 博物館は、その所蔵する博物館資料の適切な管理のため、博物館資料を定期的に点検し、

補修及び更新等を適切に⾏うとともに、その来歴や展⽰の実績等の記録に努めるものとする。
８ 博物館は、当該博物館が休⽌⼜は廃⽌する等、従前の事業を継続できない場合には、その所

蔵する博物館資料及び図書等を他の博物館に譲渡すること等により、当該博物館資料及び図
書等が適切に保管、活⽤されるよう努めるものとする。また、休⽌⼜は廃⽌に備え、⽬録の公開や
他の博物館等との⽬録の共有や連携に努めるものとする。



２．職員、⼈材育成について
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博物館法施⾏規則 第19〜20条（抜粋）

第⼗九条（博物館の体制に関する基準）
⼀ 博物館資料の収集、保管及び展⽰（電磁的記録を公開することを含む。）並びに博物館資料に関する調査研究の実

施に関する基本的運営⽅針を策定し当該⽅針を公表するとともに、相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備
していること。

⼆ 前号の基本的運営⽅針に基づく博物館資料の収集及び管理の⽅針を定め、博物館資料を体系的に収集する体制を
整備していること。

三 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の⽅針に基づき、所蔵する博物館資料の⽬録を作成し、当該博物館資
料を適切に管理し、及び活⽤する体制を整備していること。

四 ⼀般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展⽰を⾏い、⼜は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借⽤
した博物館資料による展⽰を⾏う体制を整備していること。

五 単独で⼜は他の博物館若しくは法第三条第⼀項第⼗⼆号に掲げる学術若しくは⽂化に関する諸施設と共同で、博物
館資料に関する調査研究を⾏い、その成果を活⽤する体制を整備していること。

六 博物館資料を⽤いた学習機会の提供、利⽤者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を⾏う体制を整備してい
ること。

七 法第七条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

第⼆⼗条（博物館の職員に関する基準）
⼀ 基本的運営⽅針に基づいて博物館の管理運営を⾏うことができる館⻑が置かれていること。
⼆ 学芸員が置かれていること。
三 基本的運営⽅針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

2 博物館の職員、⼈材育成について

 博物館法施⾏規則において、博物館の職員は、「基本的運営⽅針」に基づいて配置するこ
とが求められる。また、研修への参加機会の確保もあわせて規定されている。



学芸員数の推移及び一館当たり人数
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 博物館数の増加に伴い、学芸員数は全体として増加傾向。１館当たりの学芸員数も増加傾向。

令和3302723201714118平成5区分

学芸員数

3,6883,5933,3813,3043,0122,8982,7662,5442,3281,929登録博物館

1,6621,4321,3571,092978929627550483409相当博物館

3,6863,3783,0832,8972,7962,3972,2432,2341,7781,373類似博物館

1館当たり学芸員数

4.053.933.783.623.333.353.383.313.263.12登録博物館

4.223.853.763.132.882.812.081.991.791.69相当博物館

0.830.760.700.650.620.540.530.550.50.48類似博物館
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登録博物館 相当博物館 類似博物館

1館あたり学芸員数（登録） 1館あたり学芸員数（相当） 1館あたり学芸員数（類似）

（出典）文部科学省社会教育調査報告書



令和３年度平成30年度平成27年度平成23年度

9,036⼈8,403⼈7,821⼈7,293⼈学芸員

1,045⼈992⼈1,010⼈961⼈学芸員補

・ 博物館資料の収集、保管、展⽰及び調査研究その他これと関連する事業を⾏う、博物館におかれる専⾨的職員（博物館法第4条3
項及び4項）。全国で約9,000⼈が従事している。

・ 以下の者は学芸員資格を有する（法第5条第1項第1-3号）
－ 学⼠の学位を有する者で、⼤学において⽂部科学省令で定める博物館に関する科⽬の単位（9科⽬19単位）を修得したもの
ー 学芸員補の資格を有する者で、3年以上学芸員補の職に在ったもの
ー ⽂部科学⼤⾂が認定した者（博物館法施⾏規則第３条）

学芸員・学芸員補について

出典︓社会教育統計（社会教育調査報告書）

⽂部科学省令で定める博物館に関する科⽬（9科⽬19単位）

博物館展⽰論 ２単位⽣涯学習概論 ２単位

博物館情報・メディア論 ２単位博物館概論 ２単位

博物館教育論 ２単位博物館経営論 ２単位

博物館実習 ３単位博物館資料論 ２単位

ー博物館資料保存論 ２単位

⼭形県⽴⽶沢⼥⼦短期⼤学(公⽴短期⼤学)1

国⽴⼤学短期⼤学郡⼭⼥⼦⼤学短期⼤学部帯広⼤⾕短期⼤学
(私⽴短期⼤学)5

ー⼤阪⻘⼭⼤学短期⼤学部⼤⾕⼤学短期⼤学部

● 学芸員養成課程開講 短期⼤学⼀覧（令和3年4⽉1⽇現在）

● ⽂部科学省令で定める博物館に関する科⽬ ● 学芸員数、学芸員補数

・ 学芸員補は、学芸員の職務を助けることで博物館運営を⽀える職員であり（第4条6項）、全国で約1,000⼈が業務に従事している。
・ 短期⼤学⼠の学位を有する者で、⼤学において⽂部科学省令で定める博物館に関する科⽬の単位を修得した者等は、学芸員補とな

る資格を有する（法第6条）。

〇学芸員補

〇学芸員

〇参 考



現状における⽇本の博物館の典型的な姿・課題

○ 常勤職員数：3⼈（内、学芸員資格保有者数：１名）

○ 常勤の館⻑がいない施設：40.5%

○ 館⻑の職務権限が明確でない施設：45.8%

（登録：33.4 % 、相当：28.7 % 、類似：54.5%）

○ 学芸員を配置していない施設：16.5%

（登録：1.6 % 、相当：4.2 % 、類似：26.3%）

○ 年間⼊館者数中央値：14,464⼈（最頻値：5,000⼈未満）

○ 主たる建物の建築年中央値：1988年（平均値：1979年）

○自館が抱える課題

○ また、自館における課題として、「外国人向けの
対応」（84.5％）、「ICTを利用した新しい展示方
法の未導入」（80.6％）、「財政面の厳しさ」
（79％）、「施設設備の老朽化」（75.2％）、「職
員数の不足」（73.2％）を挙げる館の割合が多い。
財政面・人材面・施設整備面等、多角的な解決策が
必要。

（出典）令和元年度博物館総合調査（公益財団法人日本博物館協会）



museum2020_01.pdf (mizuho‐ir.co.jp)

デジタルアーカイブの実施館は4分の1
コロナ禍における博物館を対象としたアンケートでは、実施館は4分の1程度と低調。
実施する予定はないと答えた館が約半数に上る。
⼀⽅で、⽇博協の総合調査「館の課題」においては77.5％が「webサイト等での資料
情報公開が不⼗分」、73.9％が「資料や資料⽬録のデジタル化が進んでいない」と答
えており課題意識はあるため、事業としての優先順位が低いと推測される。
背景として、取り組みのためのリソース（予算・⼈員・知識とノウハウ・環境）が
博物館現場に揃っていないことがあるが…。

ICOMによる海外館の調査では8割近い
博物館にデジタルの専⾨職員が配置さ
れている結果が確認されている
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【出典】令和２年度「博物館の機能強化に関する調査」事業実績報告書



御船町恐竜博物館（熊本県）の多様なスタッフ構成

古生物学を専攻する学芸員
は１名のみ

他にエデュケータ―、プリパ

レーター、デザイナー、イン
タープリター等、多様な専門
人材で体制が構築される



学芸員養成課程の科⽬内容と実習ガイドラインの改訂②

21

各科目の履修順序の例示

学芸員養成課程の科⽬のうち、概論とされる
科⽬は初年度等に履修させ、博物館実習は学
んだ内容を実地で⽣かす機会として最終年度
に履修させることが望ましいことから、履修
順序の例として右図を⽰した。

実習ガイドラインの改訂

〇デジタル・アーカイブ等の法改正の追加事項を盛り込んだことに加え、
博物館のインターンシップ等を活⽤した⻑期実践型館園実習の類型を新たに⽰した。
・⻑期実践型館園実習は、⼤学の判断により、従来の館園実習と同様に１単位以上と認定することが可能。
・従来型の館園実習（５〜１０⽇）との兼ね合いや⼀般的な博物館でのインターンの期間を考慮し、
延べ８０時間、１０⽇以上で設定。⼤学側の留意点、博物館側の留意点についても追記。

・関連して、博物館以外の施設・企業等での⾒学実習や、就職・キャリアに関する情報提供について追記。

第５期第３回博物館
部会 資料３より



２．「望ましい基準」改正の⽅向性 〜職員、⼈材育成〜
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現⾏（第⼗三条第１項、第２項）
第⼗三条 博物館に、館⻑を置くとともに、基本的運営⽅針に基づき適切に事業を実施

するために必要な数の学芸員を置くものとする。
２ 博物館に、前項に規定する職員のほか、事務及び技能的業務に従事する職員を置く

ものとする。

改正案（第⼗四条第１項、第２項）
第⼗四条 博物館に、館⻑を置き、博物館の経営及び当該博物館の事業に関する識⾒及び

経験並びにその活動の充実及び発展を図るために必要な能⼒を有する者をもって充てるよう
努めるものとする。

２ 博物館に、基本的運営⽅針に基づき適切に事業を実施するために必要な数の学芸員並
びに事務及び技能的業務に従事する職員を置き、当該博物館の事業に関する知識及び技
能を有する常勤の者をもって充てるよう努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第⼗四条（職員）



２．「望ましい基準」改正の⽅向性 〜職員、⼈材育成〜

23

現⾏（第⼗三条第３項）
３ 博物館は、基本的運営⽅針に基づきその事業を効率的かつ効果的に実施するため、博物

館資料の収集、保管⼜は展⽰に係る業務、調査研究に係る業務、学習機会の提供に係る
業務その他の業務を担当する各職員の専⾨的な能⼒が適切に培われ⼜は専⾨的な能⼒を
有する職員が適切に各業務を担当する者として配置されるよう、各業務の分担の在り⽅、専
任の職員の配置の在り⽅、効果的な複数の業務の兼務の在り⽅等について適宜、適切な
⾒直しを⾏い、その運営体制の整備に努めるものとする。

改正案（第⼗四条第３項、第４項、第５項）
３ 博物館は、基本的運営⽅針に基づき、その事業を効率的かつ効果的に実施するため、各職

員の専⾨的な能⼒が適切に培われ⼜は専⾨的な能⼒を有する職員が適切に各業務を担当
する者として配置されるよう努めるものとする。

４ 博物館は、各業務の分担の在り⽅、専任の職員の配置の在り⽅、効果的な複数の業務の
兼務の在り⽅、⼈材養成の在り⽅、処遇の在り⽅等について適宜、適切な⾒直しを⾏い、そ
の運営体制の整備と業務の改善に努めるものとする。

５ 博物館は、その職員として、経営管理、教育普及、渉外・広報、デジタル化等の専⾨性を有
する多様な⼈材を実情に応じて確保するよう努めるものとする。（新設）

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第⼗四条（職員）



２．「望ましい基準」改正の⽅向性 〜職員、⼈材育成〜
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現⾏（第⼗四条第１項、第２項）
（職員の研修）
第⼗四条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の博物館の館⻑、学芸員その

他職員の能⼒及び資質の向上を図るために、研修の機会の充実に努めるものとする。
２ 博物館は、その職員を、前項の規定に基づき都道府県教育委員会が主催する研修

その他必要な研修に参加させるよう努めるものとする。

改正案（第⼗五条第１項、第２項、第３項）
（⼈材の養成及び研修）
第⼗五条 都道府県及び市町村の教育委員会並びに博物館は、それぞれの役割を踏まえ、

博物館の職員が様々な業務を⾏うことを考慮し、博物館の館⻑、学芸員その他の職員の能
⼒及び資質の向上を図るために、⼈材の養成と研修の実施に努めるものとする。

２ 博物館は、その職員を、国、都道府県若しくは市町村の教育委員会⼜は博物館が主催す
る研修その他必要な研修、他の博物館の職員との知⾒や技術の共有に資する博物館相互
の交流等に参加させるよう努めるものとする。

３ 博物館は、実習等を希望する学芸員養成課程の学⽣を積極的に受け⼊れるなど、学芸
員の養成に努めるものとする。（新設）

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第⼗五条（職員）


